
 

 

第４０号議案資料                    令和６年７月１１日 

                           都 立 学 校 教 育 部 

 

 

東京都立学校設置条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

東京都立学校設置条例施行規則の一部を改正する規則を制定する議案を下記のとおり

付議する。  

 

記 

１  改正内容  

  令和４年２月に策定した「Society5.0 を支える工業高校の実現に向けた戦略プロジェ

クト Next Kogyo START Project」に基づき、都立高等学校の学科改編を行うことに

伴い、別表（第３条関係）中、１高等学校の項の学科を次のとおり改める。  

名    称 課 程 学 科 

東京都立六郷工科高等学校  全日制 ものづくり工学科  

 ※下線が改正部分  

   

  ただし、東京都立六郷工科高等学校の全日制課程のプロダクト工学科、オート

モビル工学科、システム工学科、デザイン工学科及びデュアルシステム科は、こ

の規則による改正後の東京都立学校設置条例施行規則別表の規定にかかわらず、

この規則の施行の際、現に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日

までの間、なお存続するものとする。  

 

２  施行期日  

  公布の日から施行する。  

   

３  その他  

 （１）学科改編の概要等は別紙のとおり。  

 （２）本案決定後、知事に公報登載を依頼する。  
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東京都立六郷工科高等学校の概要 

 

東京都立六郷工科高等学校について、プロダクト工学科・オートモビル工学科・システム工学科・

デザイン工学科・デュアルシステム科を、単位制の特色を生かし、先端技術など教科横断的に学習

する「ものづくり工学科」に改編する。 

 

１ 改編内容 

全日制課程の既存 5 学科（プロダクト工学科・オートモビル工学科・システム工学科・デザイ

ン工学科・デュアルシステム科）を 1 学科に統合する。 

単位制の強みを生かした教科横断的な学びを展開し、１年次では機械、自動車、電気、情報、

デザインなど幅広い工業分野を学び、２年次以降は生徒自身の興味関心に応じた専門知識を身に

付ける。 

 

２ 学校規模等 

全日制課程:１学年５学級 全 15 学級 定員 525 人 

既存 5 学科（各１学級）をものづくり工学科に改編する。なお、新学科の具体的な学級数及び

生徒数については、令和７年度東京都立高等学校等の第一学年生徒の募集人員等の決定（令和６

年 10 月頃）をもって決定する。 

                                             

３ 改編予定年月日 

令和７年４月１日 

 

４ 改編の経緯 

  平成９年に (仮称)大田地区単位制工業高等学校（平成 16 年度開校）を計画。平成 10 年に大

田地区に単位制の工業高校を設置すること、全日制課程に機械工学科、自動車工学科、電気工学

科、プロダクトデザイン科(いずれも仮称)を設置することを決定。平成 14 年にデュアルシステ

ムの導入を決定。平成 16 年４月に東京都立六郷工科高等学校を開校し、現在に至る。 

  令和４年２月に策定した「Society5.0 を支える工業高校の実現に向けた戦略プロジェクト

Next Kogyo START Project」において、「単位制の特色を生かし、先端技術を学習する学科」

へ令和７年度に改編することとしており、東京都立六郷工科高等学校においては、単位制の強み

を活かした教科横断的な学びを展開し、幅広い工業分野に関する複合的な専門知識を身に付け、

地域のものづくり産業の持続的な成長に貢献できる人材を育成する学科に改編することとした。 

 

５ 新たな学科の教育活動の基本的な方針 

（１）単位制の強みを生かし、教科横断的で多角的な学びを実践し、幅広い工業分野に関する複合

的な専門知識を身に付け、地域のものづくり産業の持続的な成長に貢献できる人材を育成する。 

（２）地域企業との連携により、効果的な知識、スキルを身に着ける等、３年間を見通したキャリ

ア教育を実施する。 

（３）広い視野から国際理解を深め主体的・協働的に課題を発見し解決する能力を育成する。 

 

６ 新たな学科において育成を目指す生徒像 

（１）STEAM教育等による教科等横断的な学習を展開し、プログラミング的思考力と多元的表現

力を身に付け、多様な分野で活躍できる生徒 

（２）課題発見から解決方法の立案までを総合的に探究し、探求力や解決力を磨きながら、研究成果の

発表を通して、提案を形にすることができる生徒 

（３）多国籍の生徒が在籍する本校において、広い視野から国際理解を深め、国際社会と向き合おうと

する精神を持った生徒 
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